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令和８年５月 14日 

 

 

消費者機構日本と株式会社ＡＬＰＡＣＡとの間の 

差止請求に関する協議が調ったことについて 

 

 

  消費者契約法第 39条第１項の規定に基づき、下記の事項を公表する。 

 

記 

 

１．協議が調ったと認められるものの概要 

（１）事案の概要 

  本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本（以下「消費

者機構日本」という。）が、株式会社ＡＬＰＡＣＡ（以下「ＡＬＰＡＣＡ」という。）

に対し、ＡＬＰＡＣＡが運営するウェブサイトの利用規約のうち下記条項（以下

「本件条項」という。）について、消費者契約法第８条第１項各号、第８条の２、

第９条第１項第１号及び第 10 条（※１）に規定する消費者契約の条項に該当し無効で

あるとして、削除又は変更を求めた事案である。 

 

 （本件条項） 

  ① ＡＬＰＡＣＡに起因する商品の不具合及び申込みと異なる商品の提供の場合

に商品の交換のみを認める（消費者の契約解除を認めない）旨を定める条項 

  ② 申込みと異なる商品が届いた場合の交換対応について、商品到達後７日以内

に消費者がカスタマーセンターに連絡しない限り、商品の交換に応じない旨を

定める条項 

  ③ ＡＬＰＡＣＡの承諾を得ることなく商品が返品された場合、注文・返品取消

不可についての説明にもかかわらず同意しなかった場合等について、キャンセ

ル料を一律１商品につき３万円と定める条項 

  ④ ＡＬＰＡＣＡの運営するウェブサイト上のサービスの変更・廃止によって消

費者に生じた損害について、ＡＬＰＡＣＡが一切責任を負わない旨を定める条

項 

  ⑤ ＡＬＰＡＣＡのシステムの中断・遅延・中止、データの消失等によって消費

者に生じた損害について、ＡＬＰＡＣＡが一切責任を負わない旨を定める条項 

  ⑥ 消費者に生じた損害について、軽過失の場合にＡＬＰＡＣＡが一切責任を負

わない旨を定める条項 
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  ⑦ 消費者に生じた損害について、ＡＬＰＡＣＡの損害賠償責任を、消費者が過

去 12 か月間に支払った対価の金額に限定し、付随的損害、間接損害、特別損

害、将来の損害及び逸失利益に係る損害については責任を負わない旨を定める

条項 

 

 （理由） 

  ア 本件条項①について 

    事業者の債務不履行の場合には民法第 541条又は第 542条により消費者は契

約の法定解除権を有するところ、本件条項①は、ＡＬＰＡＣＡに起因する商品

の不具合及び申込みと異なる商品の提供というＡＬＰＡＣＡの債務不履行の場

合に、消費者が有する法定解除権を放棄させるものである。 

    よって、本件条項①は、消費者契約法第８条の２に規定する事業者の債務不

履行により生じた消費者の解除権を放棄させる消費者契約の条項に該当し、無

効である。 

  イ 本件条項②について 

    申込みと異なる商品の交換は契約不適合責任の一つである代替物の引渡し

（民法第 562条第１項）であると解されるところ、代替物引渡しによる履行追

完請求は、任意規定である民法第 566条により、買主がその不適合を知った時

から１年以内にその旨を売主に通知しないときは請求できない旨の権利行使制

限が設けられている。本件条項②は、商品到達後７日以内に消費者がカスタマ

ーセンターに連絡しない限り、商品の交換に応じないとするものであり、任意

規定である民法第 566条の適用による場合に比して消費者の権利を制限する消

費者契約の条項に該当する。 

    また、本件条項②による交換対応期間は、商品到達後７日以内と極めて短く

設定されている上、商品到達から８日以上を経過した商品の交換については、

理由の如何を問わず一切応じないとするものであり、信義則に反して消費者の

利益を一方的に害する条項に該当する。 

    よって、本件条項②は、消費者契約法第 10 条に規定する消費者契約の条項

に該当し、無効である。 

  ウ 本件条項③について 

    事業者の債務不履行の場合には民法第 541条又は第 542条により消費者は契

約の法定解除権を有するところ、その行使は任意規定である民法第 540条によ

り相手方に対する意思表示によってするものとされ、また、解除の効果は任意

規定である民法第 545条第１項により相手方に対して原状回復義務を負うもの

とされている。 

    本件条項③は、ＡＬＰＡＣＡに起因する商品の不具合及び申込みと異なる商
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品の提供というＡＬＰＡＣＡの債務不履行の場合についても適用されると解さ

れるところ、解除権の行使の要件として、解除の意思表示のみならず、ＡＬＰ

ＡＣＡの承諾、説明に対する同意又はキャンセル料の支払いを要件とするに等

しいものであり、任意規定である民法第 540条の適用による場合に比して消費

者の権利を制限する消費者契約の条項に該当する。また、本件条項③は、解除

の効果として原状回復義務のみならず、キャンセル料の支払義務を課すに等し

いものであり、任意規定である民法第 545条第１項の適用による場合に比して

消費者の権利を制限する消費者契約の条項に該当する。 

    そして、本件条項③は、ＡＬＰＡＣＡに起因する商品の不具合及び申込みと

異なる商品の提供という消費者に何ら落ち度がなく、ＡＬＰＡＣＡの一方的な

債務不履行の場合についても上記のとおり消費者の権利を制限し又は義務を加

重するものであり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項に該当

する。 

    よって、本件条項③は、消費者契約法第 10 条に規定する消費者契約の条項

に該当し、無効である。 

    加えて、本件条項③は、解除の事由や時期等の区分によらず、一律に３万円

のキャンセル料の支払いを求めるものであり、解除に伴いＡＬＰＡＣＡに生ず

べき平均的な損害を超える部分については、消費者契約法第９条第１項第１号

により、無効である。 

  エ 本件条項④について 

    ＡＬＰＡＣＡの運営するウェブサイト上のサービスの変更・廃止は、ＡＬＰ

ＡＣＡの債務不履行に該当する場合があり得るところ、本件条項④は、消費者

契約法第８条第１項第１号に規定する事業者の債務不履行により消費者に生じ

た損害を賠償する責任の全部を免除する条項に該当し、無効である。 

  オ 本件条項⑤について 

    ＡＬＰＡＣＡのシステムの中断・遅延・中止、データの消失等は、ＡＬＰＡ

ＣＡの債務不履行に該当する場合があり得るところ、本件条項⑤は、消費者契

約法第８条第１項第１号に規定する事業者の債務不履行により消費者に生じた

損害を賠償する責任の全部を免除する条項に該当し、無効である。 

  カ 本件条項⑥について 

    消費者契約法第８条第１項第１号及び第３号は、事業者の債務不履行又は不

法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項につい

て、無効と規定しており、事業者が軽過失の場合についても同様である。本件

条項⑥は、ＡＬＰＡＣＡが軽過失の場合であっても一切の責任を免除する旨の

条項であり、消費者契約法第８条第１項第１号及び第３号により無効である。 

  キ 本件条項⑦について 



         
 

4 
 

 

    消費者契約法第８条第１項第２号及び第４号は、事業者の債務不履行又は不

法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項につい

て、事業者が軽過失の場合には有効であるが、それ以外の場合は無効と規定し

ている。本件条項⑦は、ＡＬＰＡＣＡに故意又は重過失がある場合についても

債務不履行又は不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免

除する条項であり、その範囲で消費者契約法第８条第１項第２号及び第４号に

より無効である。 

 

（※１）消費者契約法 

（事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効） 

第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 

一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は

当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 

二 事業者の債務不履行（当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な

過失によるものに限る。）により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又

は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項 

三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により

消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を

決定する権限を付与する条項 

四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為（当該

事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。）によ

り消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度

を決定する権限を付与する条項 

２・３ ［略］ 

 

 （消費者の解除権を放棄させる条項等の無効） 

第八条の二 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者

にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。 

 

（消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等） 

第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とす

る。 

一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であっ

て、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応

じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害

の額を超えるもの 当該超える部分 

 二 ［略］ 

２ ［略］ 

 

 （消費者の利益を一方的に害する条項の無効） 

第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意

思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場

合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、

民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無
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効とする。 

注）上記の差止請求が行われた日現在の規定 

 

（２）結果 

  消費者機構日本は、令和６年４月４日、ＡＬＰＡＣＡに対する申入れを開始し、

ＡＬＰＡＣＡにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和７年 11

月 25日、申入れを終了した。 

 

２．適格消費者団体の名称 

特定非営利活動法人消費者機構日本（法人番号 9010005008351） 

 

３．事業者等の氏名又は名称 

株式会社ＡＬＰＡＣＡ（法人番号 1010901046825） 

 

４．当該事案に関する改善措置情報（※２）の概要 

なし 

 

（※２）改善措置情報とは、差止請求に係る相手方から、差止請求に係る相手方の行為の停

止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとった旨の連絡を受

けた場合におけるその内容及び実施時期に係る情報のことをいう（消費者契約法施行

規則第14条及び第28条参照）。 

以上 

 

 

 

 

消費者庁消費者制度課 

電話番号:03-3507-8800（代表） 

URL：https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/index.html 


